
令和５年度高知県議会モバイル回線利用業務契約書（案）

高知県（以下「甲」という。）と、○○会社（以下「乙」という。）とは、第３条に

掲げる令和５年度高知県議会モバイル回線等（以下「回線等」という。）の利用に関

し、次のとおり契約を締結する。

（信義誠実等の義務）

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

２ 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

（使用の内容）

第２条 乙は甲に対して、この契約の条項に従って、第３条に定める回線を利用させ、

甲は乙に対して利用料を支払うものとする。

（回線等の仕様）

第３条 令和５年度高知県議会モバイル回線利用業務の仕様等については、別紙仕様

書に定めるところによる。

（契約期間）

第４条 この契約の利用期間は、令和５年７月 28 日から令和６年３月 31 日までとする。

（利用料）

第５条 利用料は総額○○○○円（うち消費税額及び地方消費税額 円）とし、内

訳は以下のとおりとする。

l 初期費用：○○○○円（うち消費税額及び地方消費税額 円）

l 令和５年７月分の支払い月額：○○○○円（うち消費税額及び地方消費税額

円）

回線利用料：○○○○円（うち消費税額及び地方消費税額 円）

l 令和５年８月分から令和６年３月までの支払い月額○○○○円（うち消費税額

及び地方消費税額 円）

回線利用料：○○○○円（うち消費税額及び地方消費税額 円）

（契約保証金）

第６条 契約保証金は、高知県契約規則第 40 条第６号の規定により免除する。

（機器への設定）

第７条 回線を利用するにあたり、機器への設定は甲の指定によるものとする。

（支払）

第８条 乙は、初期費用を通信の開通が完了した翌月において、毎月の利用料の支払を

回線等の利用月の翌月においてそれぞれ甲に請求できるものとする。

２ 甲は、前項の規定により適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものと

する。

３ この契約の期間中に、乙の責めに帰すべき事由により甲が回線等を利用できなかっ

たとき又はこの契約が、月の途中で終了した場合におけるその利用料は、甲乙協議に

よって算定するものとする。



４ 支払は、乙指定の乙の銀行口座に振り込むものとする。

（支払遅延に対する遅延利息）

第９条 甲は自己の責めに帰すべき理由により前条第２項に規定する期間内に利用料

の支払を遅延した場合は、乙に対して、支払期限の翌日から支払を完了するまでの日

数に応じ未払利用料の金額に年 2.5 パーセントの割合を乗じた額を支払わなければ

ならない。ただし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる

ものとする。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第 10 条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承

継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得

た場合はこの限りでない。

（暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務）

第 11 条 乙は、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等（高知県暴力団排除条例

（平成 22 年高知県条例第 36号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。第 15条の２

第１項において同じ。）による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨

害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければなら

ない。

（機器の維持管理）

第 12 条 乙は機器の設置にあたり、機器に乙の所有権を明示する表示、標識等を付着

することができるものとする。

２ 乙は、甲の了解を得て機器をその設置場所で点検することができるものとする。

３ 甲は、機器の利用については、善良な管理者の注意をもって行うものとする。

（秘密の保持）

第 13 条 乙又は乙の代理人がこの契約履行のために、機器の設置場所へ出入りすると

きは、甲の了解を得て出入りするものとし、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはな

らない。

２ 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有す

る。

（損害賠償）

第 14 条 乙は、甲が、自己の責めに帰する事由により機器を滅失又は利用不能（修理

不可能）な状態にき損したとき又は甲の故意若しくは重大な過失により機器に損害が

生じたときは、甲に対し損害賠償を請求することができるものとする。この場合にお

いて、乙は当該損害に係る保険金を受領しているとき又は受領する見込みがあるとき

は、当該保険受領額又は見込額については、甲に請求しないものとする。

２ 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

３ 甲は、第 15 条又は第 15 条の２の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第

15 条第２項に定める（第 15 条の２第２項において準用する場合を含む。）違約金の

額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することがで

きる。



（契約の解除）

第 15 条 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員)がその責に帰すべき事

由により、この契約に定める義務を履行せず、甲から是正の催告を受けたにもかかわ

らず、甲が定めた合理的な期日までに是正されない場合は、甲はこの契約の全部又は

一部を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、

甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の 1

に相当する額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を

違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。

（暴力団排除措置による解除）

第 15 条の２ 甲は、乙（乙が共同企業体である場合は、その構成員）が次の各号のい

ずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除に

より乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。

（１）暴力団（高知県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項に

おいて同じ。）であると認められるとき。

（２）役員等（次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員等であると認

められるとき。

ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者

イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有す

る者

ウ 個人にあっては、その者及びその使用人（支配人、本店長、支店長その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者（事業所の業務を

統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。））

（３）役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇

用していると認められるとき。

（４）暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

（５）役員等が、自己、その属する法人等（法人その他の団体をいう。）若しくは第三者の

利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利

用していると認められるとき。

（６）役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、

金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力

団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

（７）役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与してい

ると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。

（８）役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与

していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められる

とき。

（９） 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。

（10）第 11 条に規定する暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務を履行し



なかったと認められるとき。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。

(談合等の不正行為が行われた場合の解除)

第 15 条の３ 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、

契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを

負わないものとする。

(１) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 62

条第１項に規定する課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該

納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規

定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。

(２) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定す

る排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該排除措置命令が確

定したとき。

(３) 乙（法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。）について刑

法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条

第１項、第 90 条若しくは第 95 条（独占禁止法第 89 条第１項又は第 90 条に規定す

る違反行為をした場合に限る。）の規定による刑が確定したとき。

(４) 納付命令又は排除措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業

者団体（以下この号及び次号において「乙等」という。）に対して行われたときは

、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、

各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第

18 条第１項第１号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされ

たとき。

(５) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又

は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行

為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これ

らの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが

確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行

為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、

かつ、当該取引分野に該当するものであるとき（公正取引委員会が発した文書によ

ってこの契約を特定できる場合に限る。）。

２ 第 15 条第２項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。

（賠償額の予定）

第 16 条 乙（乙が共同企業体である場合は、その構成員）は、第 15 条の３第１項各号

のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金とし

て、契約料の 10 分の１に相当する額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該

端数を切り捨てた額）を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知（地方自治

法（昭和 22 年法律第 67 号）第 231 条に規定する納入の通知をいう。次条第１項にお



いて同じ。）を発する日の属する月の翌月の末日（当該日が日曜日、土曜日若しくは

国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休日又は 12 月

31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。）までに支払わな

ければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(１) 第 15 条の３第１項第１号、第２号、第４号及び第５号のいずれかに該当する

場合であって、納付命令又は排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止

法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和 57 年６月 18 日公正取引委

員会告示第 15 号）第６項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場

合

(２) 第 15 条の３第１項第３号に該当する場合であって、刑法第 198 条の規定によ

る刑が確定した場合

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金

の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売

買代金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応

じて年３パーセントの割合で計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当

該端数を切り捨てた額）の遅延利息を付した額を請求することができる。

３ 前２項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、賠償金

を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者

であった者又は構成員であった者についても、同様とする。

４ 前各項の規定は、契約が完了した後においても適用する。

（違約罰としての違約金）

第 16 条の２ 乙（乙が共同企業体である場合は、その構成員）は、第 15 条の３第１項

第１号から第３号までのいずれかに該当する場合は、前条の賠償額の予定とは別に、

違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日

の属する月の翌月の末日（当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律

第３条に規定する休日又は 12 月 31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当

該日とみなす。）までに支払わなければならない。

２ 前項の違約罰としての違約金の額は、契約料の 10 分の１に相当する額（当該額に

１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約

金額」という。）とする。ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、

該当する号（複数該当する場合はそれぞれの号）に定める額を違約金額から減額した

額とする。

(１) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第 15 条の３第１項第１号から第

５号までのいずれかに該当する構成員（以下この条において「違約罰対象構成員」と

いう。）以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同

企業体協定書に規定する出資割合（第３号において「出資割合」という。）を乗じて

得た額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）

(２) 乙（乙が共同企業体である場合を除く。）がこの契約に関し独占禁止法第７条

の４第２項若しくは第３項又は第７条の５第３項の規定による課徴金の減額（以下こ

の項において「課徴金の減額」という。）を受けた事業者（公正取引委員会に対して



課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によ

って公表された事業者に限る。次号において同じ。）である場合 違約金額にその者

が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数があるときは、

当該端数を切り捨てた額）

(３) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受

けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じ

て得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額（当該額に１円未満

の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）

３ 前２項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員

は、違約罰としての違約金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解

散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。

４ 前項の場合において、共同企業体の代表者が第 15 条の３第１項第１号から第５号

までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構

成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、

すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象

構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。

５ 前各項の規定は、契約が完了した後においても適用する。

（乙の文書提出義務）

第 16 条の３ 乙（乙が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。乙が共

同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人をも含む。）

は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から

通知、命令その他の文書（この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。）

の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。

２ 前項の規定は、契約が完了した後においても適用する。

３ 前２項の規定は、履行期間の末日から起算して５年を経過した日の属する年度の末

日まで適用する。

（損害金等の徴収）

第 17 条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金を

甲の指定する期間（第 16 条に規定する賠償金にあっては同条第１項に、第 16 条の２

に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第１項にそれぞれ規定する期間と

する。以下この項において同じ。）内に支払わないときは、甲は、その支払わない額

に甲の指定する期間を経過した日から起算して契約料の支払日までの日数に応じて

年３パーセントの割合で計算した額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端

数を切り捨てた額。次項において同じ。）の遅延利息を付した額と、甲の支払うべき

契約料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年３パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満た

ないときは、この限りでない。

（年当たりの割合の基礎となる日数）

第 18 条 第 9 条、第 16 条第２項及び前条の規定による損害金、遅延利息等の額を計算



する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たり

の割合とする。

（機器の返還等）

第 19 条 甲は、第 15 条、第 15 条の２及び第 15 条の３の規定に基づき契約を解除した

ときは、機器について通常の消耗として乙が認めたものを除き、直ちに甲の負担で機

器を原状に回復したうえ、乙の指定する場所に返還するものとする。ただし、乙の承

諾を得たときは、この限りでない。

２ 機器の返還に要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰する理由

によりこの契約を解除した場合における機器の返還に要する費用は、甲の負担

とする。

（契約の費用）

第 20 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。

（消費税及び地方消費税）

第 21 条 第５条に定める月額に付されている消費税及び地方消費税の額はこの契約の

締結時におけるものであって、以後利用料に付すべき消費税及び地方消費税の税率に

ついては、利用月末日時点において施行されている消費税法及び地方税法によるもの

とする。

（疑義の決定等）

第 22 条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議

のうえ定めるものとする。

（裁判管轄）

第 23 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。

（特約事項）

第 24 条 この契約が地方自治法第 234 条の３に規定する長期継続契約の場合、甲は、

翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合

にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたと

きは、甲にその損害の賠償を請求することができる。

上記契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、当事者がそれぞれ記名押印

のうえ、各自その１通を保有する。ただし、電子契約サービスを利用する場合において

は、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、当事者が電子署名を

行うものとする。



令和５年 月 日

甲 高知県

高知県議会事務局長 山本 和弘 印

乙 住所

氏名 印



別記

個人情報等取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 乙は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人情報（以下「個

人情報等」という。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければ

ならない。

（責任体制の整備）

第２ 乙は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。

（責任者等の報告）

第３ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者（以下「業

務責任者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書

面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更す

る場合も同様とする。

２ 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を監督し

なければならない。

３ 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければ

ならない。

（作業場所等の特定）

第４ 乙は、個人情報等を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじめ

甲に届け出なければならない。

２ 乙は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。

３ 乙は、個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）を取り扱う事務

を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。

４ 乙は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した

名札等を着用させて業務に従事させなければならない。

（従事者に対する教育）

第５ 乙は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向

上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契約に係る業務の適

切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。

（秘密の保持）

第６ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。



（再委託の禁止）

第７ 乙は、この契約による業務の全部又は一部を第三者（以下「再委託先」という。）に

委託（以下「再委託」という。）する場合（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17

年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合又は二以上

の段階にわたる委託である場合を含む。以下同じ。）は、あらかじめ次に掲げる項目を記

載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。

（１）再委託を行う業務の内容

（２）再委託の期間

（３）再委託の相手方

（４）再委託が必要である理由

（５）再委託で取り扱う個人情報等

（６）再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容

（７）前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱うという再

委託の相手方の誓約

（８）再委託の相手方の監督方法

（９）その他甲が必要があると認める事項

２ 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事項を記載

した書面を甲に提出しなければならない。

（１）再委託先

（２）再委託をする業務の内容

（３）再委託の期間

（４）再委託先の責任体制

（５）再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法

（６）その他甲が必要があると認める事項

３ 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に甲に報告しなければならない。

４ 乙は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守さ

せるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手

方による個人情報等の取扱いに関する責任を負うものとする。

５ 乙は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、甲の求めに応じ

て、その状況等を甲に報告しなければならない。

（派遣労働者の利用時の措置）

第８ 乙は、この委託業務を派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）第２条第２号に規定する派遣労働者

をいう。以下同じ。）に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報

等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

２ 乙は、甲に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、派遣労働者の

全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。



（収集及び保管の制限）

第９ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を

収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適

法かつ公正な手段により行わなければならない。

２ 乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）第 19 条各号のいずれかに該当する場合を

除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。

（目的外利用及び提供の禁止）

第 10 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た

個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供

してはならない。

２ 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報等について、番号法第 19 条各号に掲げ

られたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、契約の目的以外に利用

し、又は第三者に提供してはならない。

（提供の求めの制限）

第 11 乙は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務（以下「個人番号利用事務等」とい

う。以下同じ。）を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番

号の提供を求めてはならない。

（複写、複製及び作成の禁止）

第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受

けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

２ 乙は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を

除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

（個人情報等の適正管理）

第 13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏えい、滅失及

びき損（以下「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報等の適正な管理のため、次

に掲げる措置を講じなければならない。

（１）個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて台帳

等を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録す

ること。

（２）特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情

報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。

（３）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で個人情報等を

保管すること。

（４）甲の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出さないこと。

（５）個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護



措置を行うこと。

（６）個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録媒体及び

そのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、

定期的に点検すること。

（７）作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報

等を扱う作業を行わせないこと。

（８）個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等につながると

考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。

（外的環境の把握）

第 14 乙は、外国（民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においてはク

ラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在す

る外国が該当する。）において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する

制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけれ

ばならない。

（資料等の返還等）

第 15 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集

し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後甲の指示に基づいて返還、

廃棄又は消去しなければならない。

２ 乙は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情

報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。

（報告義務）

第 16 甲は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等の管理状況

について、必要があると認めるときは、乙に報告を求めることができる。

（検査及び調査）

第 17 甲は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の

取扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記事項の規定に基づき必

要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、乙又は再委

託先に対して、少なくとも年１回以上、原則として実地検査により行うものとする。

２ 甲は、前項の目的を達成するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による

事務の執行に関して必要な指示をすることができる。

３ 甲は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取扱いについて、本件特記事

項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認める

ときは、乙に対して調査を行うことができる。

４ 甲は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙

に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をする

ことができる。



（事故報告）

第 18 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した

場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生状況等を書面により速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

２ 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り

当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。

（損害賠償）

第 19 乙は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者が被害

を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。


